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この文書は、食品衛生法第24条第1項の規定に基づく「平成31年度（2019年度）東京都食品衛生

監視指導計画」の実施結果について、令和2年6月時点の速報値を基に、概要として取りまとめたも

のです。実施結果の確定値については、各事業所の事業概要及び食品衛生関係事業報告において公

表の予定です。 

なお、本文中「（全都）」とある項目は、東京都、特別区、八王子市及び町田市が連携協力して

実施した事業の結果です。 
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第１ 計画の実施 

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 24 条の規定及び食品衛生に関する監視指導

の実施に関する指針（平成 15年厚生労働省告示第 301号）に基づき、飲食に起因する衛

生上の危害の発生を防止し、我が国最大の消費地である東京都の特性を踏まえた監視指

導を実施するため、平成 31 年 3 月、「平成 31 年度（2019 年度）東京都食品衛生監視指

導計画」を策定し、実施した。 

 

第２ 監視指導計画の実施期間及び実施区域 

 １ 実施期間 

   平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで 

 ２ 実施区域 

   都内全区域（特別区、八王子市及び町田市実施分を除く。） 

 

第３ 根拠法令 

 食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

 食品安全基本法（平成 15年法律第 48号） 

 と畜場法（昭和 28年法律第 114号） 

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2年法律第 70号） 

 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14年法律第 70号） 

 化製場等に関する法律（昭和 23年法律第 140号） 

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21年法律第 26号） 

健康増進法（平成 14年法律第 103号） 

 消費者安全法（平成 21年法律第 50号） 

食品表示法（平成 25年法律第 70号） 

 食品製造業等取締条例（昭和 28年東京都条例第 111号） 

 東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61年東京都条例第 51号） 

 東京都消費生活条例（平成 6年東京都条例第 110号） 

 食品衛生法施行条例（平成 12年東京都条例第 40号） 

 東京都食品安全条例（平成 16年東京都条例第 67号） 

関係政省府令・規則 

 

第４ 監視指導体制及びその整備 

 １ 監視指導の実施機関 

   都は、食品衛生に係る事業方針の決定や企画調整機能を福祉保健局健康安全部（食

品監視課）に置き、別紙 1のとおり食品衛生に係る専管的な組織を配し、効率的かつ

効果的な監視指導を行った。 

 

 ２ 関係機関との連携協力 

   複数の自治体にわたって広域に流通している食品に起因する食中毒や自治体の区域

にまたがって広域に食中毒患者が発生する場合に備え、以下のとおり、関係機関との

連携協力の推進を図った。 
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(1) 厚生労働省及び道府県市の食品衛生担当部局との連携 

   ア 連携体制の確保 

     厚生労働省及び道府県市との連携体制を確保するため、全国食品衛生主管課長

連絡協議会、21大都市食品衛生主管課長会議等の定期的な会議を活用し、情報共

有した。 

     特に、近隣自治体とは、関東甲信越静ブロック食品衛生主管課長会議、首都圏

食品衛生担当課長食中毒防止連絡会等により、緊密な連絡及び連携体制の確保を

図った。 

     加えて、複数の自治体が関係する広域的な食中毒事案発生に際し、広域連携協

議会により、関係機関等と連携し、食中毒の拡大防止を図った。 

   イ 総合衛生管理製造過程承認施設監視指導への対応 

     総合衛生管理製造過程承認施設に対し、厚生労働省関東信越厚生局及び関係す

る特別区・八王子市と連携して 1回の合同監視指導を行った。 

   ウ 対米輸出水産加工食品認定施設監視指導への対応 

     対米輸出水産加工食品認定施設に対し、厚生労働省関東信越厚生局及び八王子

市と連携して 1回の合同監視指導を行った。 

(2) 消費者庁との連携 

    消費者安全法に基づき、プレス発表を行った食中毒事案 5件、食品等にかかる消

費者事故等 2件について、所管部署を通じ、速やかに消費者庁へ通知した。 

(3) 農林水産省及び警視庁との連携 

農林水産省関東農政局東京都拠点及び警視庁とは、東京都食品表示監視協議会を

定期的に開催し、情報共有及び連携体制の確保を図った。また、農林水産省関東農

政局東京都拠点とは、食品表示法（農林水産大臣の権限に関すること）や牛の個体

識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に係る事案において合同調査

等を行うなど、連携して対応した。警視庁とは、不正競争防止法に抵触する可能性

のある事案等について相談した。 

(4) 特別区、八王子市及び町田市の食品衛生担当部局との連携 

   ア 連携体制の確保 

     保健衛生事務事業に係る都区協定及び保健衛生事務事業に係る都市協定に基づ

き、連携体制の確保を図った。 

また、特別区保健所生活衛生課長会等の定期的な開催により、平常時から緊密

な情報共有、連絡及び連携体制の確保を図った。 

   イ 一斉監視事業 

     夏期（6月から 8月まで）及び歳末期（12月）には、都、特別区、八王子市及

び町田市が連携して食品衛生監視指導を行った。 

     なお、一斉監視事業の実施結果は第 5の 3に示した。 

(5) 庁内関係部局及びその他関係機関との連携 

庁内の関係部局（福祉保健局、生活文化局、環境局、産業労働局、中央卸売市場

等）とは、食品安全対策推進調整会議、健康食品対策推進連絡会等により、平常時

から緊密に情報共有し、連絡体制の確保を図った。生産段階における食品安全対策、

食品表示など、食品衛生担当部局のみで対応することが困難な事案においては、産
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業労働局や生活文化局などの担当部局等と連携して対応した。 

また、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」

という。）に向け、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会（以下「東京大会組織委員会」という。）、厚生労働省、農林水産省、オリンピ

ック・パラリンピック準備局、会場を所管する特別区等と監視指導体制等の検討や

情報共有を行った。 

 

３ 試験検査体制の整備 

(1) 検査精度の信頼性確保 

健康安全研究センター精度管理室は、食品衛生検査施設における適正な検査業務 

の実施を確認するため、都の実施施設 34 施設（収去実施施設 11 施設、試験検査実

施施設 17施設、収去・試験検査実施施設 5施設、試験品受付事務実施施設 1施設）

に対し、実施記録等の確認を行った。その結果、内部点検で改善措置を要する事項

は確認されなかった。外部精度管理調査（一般財団法人食品薬品安全センター秦野

研究所において実施）においても改善要請する事項は確認されなかった。 

(2) 検査法の研究開発 

    食品等の安全性に係る検査を幅広く行い、科学的な監視指導に資するため、指定

外添加物 2 物質、農薬 3 物質、動物用医薬品 1 物質について検査法を検討し、新た

な検査法を確立した。（表 1） 

表 1 新たな検査法の研究開発実績 

検査項目 検査法開発品目 

指定外添加物 サイクラミン酸、ズルチン 

農薬 アクリナトリン、ジニコナゾール、ダイアジノン 

動物用医薬品 デコキネート 

  

(3) 試験検査機関の技術の維持及び向上 

 食品検査施設の検査技術の維持及び向上を図るため、これら施設に所属し検査に

従事する職員を対象として、外部講師等による研修、講演会を実施した。 

 

４ 食品衛生監視員等の育成（全都）  

   職務上必要な基礎知識及び技術の習得を目的として、食品衛生監視員等に対して研

修、講習会等を実施した。 

   平成 31年度（2019年度）は、食品衛生監視研修、食品技術講習会等を計 10回実施

し、都、特別区、八王子市及び町田市の食品衛生監視員等延べ 558名が参加した。 

   また、平成 30年 6月の食品衛生法改正による HACCP制度化に対応するため、HACCP

に沿った衛生管理等の監視業務に係る講習会を 5回開催し、都、特別区、八王子市及

び町田市の食品衛生監視員等延べ 362名が参加した。 

 

 ５ 附属機関による調査審議 

   食品の安全に係る施策を的確に推進するため、東京都食品安全条例に基づき、以下

のとおり、附属機関による調査審議を行った。 
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(1) 食品安全審議会 

    都における食品の安全確保に関する施策について審議するため、都民、事業者及

び学識経験者から構成される食品安全審議会において調査審議を行った。 

    平成 31年度（2019年度）は審議会を 2回、部会を 2回開催し、「食品衛生法等の

改正を踏まえた都における食品安全に関する対応」について審議された。また、令

和 3年度以降の「東京都食品安全推進計画の改定」について審議された。 

(2) 食品安全情報評価委員会 

    食品安全情報評価委員会において、食品等の安全に関する各種情報の収集、分析

及び評価等を行った。 

平成 31 年度（2019 年度）は食品安全情報評価委員会 2 回、情報選定専門委員会

及び健康食品による健康被害事例専門委員会を各 2回開催し、①いわゆる「低温調

理」による食中毒の予防について、②調理従事者を介したノロウイルス食中毒対策

の更なる推進について、③「ダイエット健康食品」の摂取に関する注意喚起につい

て、④健康食品に関する健康被害事例について検討を行った。検討結果を踏まえ、

ホームページ及びリーフレット等で都民等に情報提供した。 

 

第５ 監視指導の推進 

 １ 監視指導・収去検査の実施規模 

(1) 監視指導 

    過去の食中毒の発生状況、違反や苦情の発生履歴等を勘案し、延べ 342,350件の

監視指導を行った。 

    立入検査の際には、営業施設の構造及び設備の状況並びに食品の衛生的な取扱い、

施設設備の衛生管理、従事者の衛生管理等について監視し、必要な指導を行った。   

また、食品の製造及び加工から、貯蔵、運搬、調理及び販売に至るそれぞれの段

階において、食品毎に重点監視項目を定め、監視指導を行った。さらに、食品等の

製造・加工・運搬・保管等における衛生的な取扱いや食品等の製造・加工等に係る

記録の作成・保存等について監視指導を行った。 

    なお、食中毒を発生させた施設に対しては、発生後 1年の間に 12回以上の立入検

査を実施したほか、違反食品の製造施設に対して違反確認後の 1年間に 4回以上、

苦情発生の原因施設に対しては苦情発生後の 1年間に 3回以上の立入検査を実施し

た。 

    内訳は、以下のとおり。 

   ア 保健所による立入検査 

     飲食店、給食施設、スーパーマーケット等の地域の食品取扱施設に対し、延べ

83,473件の監視指導を行った。 

   イ 健康安全研究センターによる立入検査 

     大規模製造業、卸売業、卸売市場内施設（多摩地域に限る。）等、広域流通食品

の取扱施設に対し、延べ 85,712件の監視指導を行った。 

   ウ 市場衛生検査所による立入検査 

豊洲市場、大田市場等の卸売市場内施設（特別区内に限る。）に対し、延べ 

164,850件の監視指導を行った。 
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   エ 芝浦食肉衛生検査所による立入検査 

     食肉市場内施設に対し、延べ 8,315件の監視指導を行った。 

(2) 収去検査 

    過去の違反状況、食品の特性等を考慮し、別紙 2 のとおり、120,638 項目の収去

検査を実施した。その結果、8項目（違反の検体は 7検体）の違反（別紙 3）を発見

し、市場からの迅速な排除等、必要な措置を行った。 

    内訳は、以下のとおり。 

   ア 保健所による収去検査 

飲食店、給食施設、スーパーマーケット等の地域の食品取扱施設から食品等を

収去し、9,749項目の細菌検査及び理化学検査を実施した。その結果、「成分規格

に違反して大腸菌群を検出した魚肉練り製品」等、4 項目（3 検体）について法

違反を発見した。 

   イ 健康安全研究センターによる収去検査  

     大規模製造業、卸売業、卸売市場内施設（多摩地域に限る。）等、広域流通食品

の取扱施設から食品等を収去し、47,971項目の細菌検査及び理化学検査を実施し

た。その結果、「表示に記載のない添加物を検出した食肉製品」等、3項目（3検

体）について法違反を発見した。 

   ウ 市場衛生検査所による収去検査  

     豊洲市場、大田市場等の卸売市場内施設（特別区内に限る。）から食品等を収去

し、58,261項目の細菌検査及び理化学検査を実施した。その結果、法違反はなか

った。 

   エ 芝浦食肉衛生検査所による収去検査  

     食肉市場内施設から食品を収去し、4,657 項目の残留抗菌性物質等の検査を実

施した。その結果、「基準値を超えるワルファリンを検出した豚枝肉」1 項目（1

検体）について法違反を発見した。 

(3) 食品衛生法以外の関係法令に係る監視指導 

   ア と畜場法に係る監視指導 

     芝浦食肉衛生検査所において、と畜場施設等、延べ 8,142件の監視指導を行っ

たほか、牛、豚、山羊について合計 279,110頭のと畜検査を実施した(表 2)。 

     また、73頭の牛について BSE検査を実施し、いずれも陰性であった。 

 

表 2 平成 31年度（2019年度） と畜検査頭数 

畜種 と畜検査頭数 

牛 86,157 

馬 0 

 豚 192,948 

めん羊 0 

山羊 5 

合計 279,110 
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イ 化製場等に関する法律に係る監視指導 

     芝浦食肉衛生検査所等において、延べ 1,687件の監視指導を行った。 

   ウ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に係る監視指導 

     保健所等において、食鳥処理施設に対し、延べ 74件の監視指導を行った。 

(4) 違反、苦情、自主回収への対応 

   ア 違反処理（全都） 

     平成 31 年度（2019 年度）は、計 431 件の法違反食品等について、当該食品等

の製造者又は輸入者が都内にあるときは当該違反事業者に原因を究明させ、再発

防止を図ったほか、当該違反事業者が他自治体にあるときは所管自治体に通報等

を行った（図 1及び図 2）。また、関係法令に基づき、厚生労働省、消費者庁に対

し必要な通知を行った。 

     なお、都、特別区、八王子市及び町田市が発見した食品等の違反事例の詳細は、

食品監視課が発行する食品衛生関係違反処理集計表及び食品監視課ホームページ

に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1 違反処理内容の内訳（単位：件）（総数：431件） 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 表示の違反処理内容の内訳（単位：件）（総数：276件） 
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   イ 苦情処理（全都） 

     都、特別区、八王子市及び町田市並びに他道府県市、厚生労働省、農林水産省

等に寄せられた苦情について、当該苦情内容を踏まえ、関係事業者における食品

の取扱状況等を調査し、その結果及び原因に応じた改善指導を行った。また、関

係事業者が他自治体にあるときは、所管自治体に関係事業者への調査を依頼した。 

     平成 31 年度（2019 年度）は、計 227 件（有症苦情を除く。）の苦情について、

他自治体に調査を依頼し、又は他自治体から依頼を受け、調査を実施した（図 3）。 

なお、都及び都内各区市が対応した苦情及び相談事例の詳細は、食品監視課が

発行する食品衛生関係苦情処理集計表及び食品監視課ホームページに掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3 苦情原因の内訳（単位：件）（総数：227件） 

 

   ウ 事業者による自主回収（全都） 

     東京都食品安全条例に基づき報告のあった 79件の自主回収について、当該食品

等の迅速な回収、原因究明による再発防止等を指導した（図 4）。 

自主回収の情報は、ホームページで公表し、都民に広く周知するとともに、関

係自治体へ情報提供を行った。また、自主回収終了時には、回収の状況を確認し、

適切に自主回収が行われたことを確認した。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4 自主回収原因の内訳（単位：件）（総数：79件） 
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２ 重点監視指導 

   東京の地域特性や食中毒及び違反の発生状況、都の実施したアンケート調査の結果

等を踏まえ、特に重点的な対策が必要な事項として、以下のとおり実施した（立入施

設数、検査項目数等は、「１ 監視指導・収去検査の実施規模」の再掲）。 

(1) HACCPの取組支援 

平成 30年 6月に食品衛生法が改正され、食品等事業者に対して HACCPに沿った衛

生管理が制度化された。食品等事業者における、規模や衛生管理能力に応じた着実な

HACCP導入を支援するため、以下の取組を実施した。 

  ア HACCP制度化の周知 

    HACCPに沿った衛生管理について講習会を 379回開催し、14,677名が受講した。 

  イ HACCP導入の支援 

    食品等事業者 12,279件に対し、監視時等に、HACCPに沿った衛生管理の円滑な

導入に向けた技術的支援、事業者の衛生管理レベルに応じた自主点検表の作成を

推進し、衛生管理の点検を実施するなど、自主管理の推進を図った。 

また、食品関係団体、区市と連携して作成した衛生管理計画の例示や記録様式

等を活用し、小規模な事業者における HACCP導入の支援を実施した。 

令和 2 年 3 月末現在の HACCP 導入状況として、食品製造施設等 1,723 件につい

て、HACCPに沿った衛生管理を実施していることを確認した。 

  ウ 東京都食品衛生自主管理認証制度 

食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理の制度化に対応するための支援として、

制度の活用を図った。 

制度を活用した支援として、マニュアル作成セミナーを 6回、実地講習会を 167

施設に対して開催したほか、各種広報媒体を活用し、制度の周知を図った。 

認証取得施設に対しては、衛生管理の維持・向上を目的とした講習会を 3回、5

施設に対して個別指導を実施し、取組を支援した。その結果、令和 2 年 3 月末現

在の認証施設は、1,151施設となった。 

審査事業者に対しては、審査員を対象とした講習会を 1 回開催するとともに、

認証業務に対する指導等を行い、制度の信頼性確保を図った。 

  エ と畜場及び食鳥処理場における HACCPの取組支援 

と畜場及び食鳥処理場における HACCP に沿った衛生管理の着実な推進への技術

的支援と、HACCPの取組が的確かつ継続的に実施されるよう監視指導を行った。 

また、HACCPプランの適正かつ円滑な運用を促すため、講習会を 23回開催した。

さらに、各種会議を通じて、と畜場内の関係事業者団体へ HACCP の推進に対する

専門的・技術的な助言・指導を行うとともに、外部検証プログラムの妥当性、管

理手法等についての体制整備を実施した。 

  オ 食品衛生推進員 

食品等事業者相互の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、食

品衛生推進員 120 名を対象に講習会を開催するなど、その活動を支援することに

より、地域の食品衛生の向上を図った。 
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(2) 食中毒対策（全都）     

平成 31年度（2019年度）は、医師からの食中毒の届出や都民等から寄せられた体

調不良等の情報をもとに、986件の調査を実施した。その結果、特別区、八王子市及

び町田市で発生したものも含め、124件が食中毒と断定され、患者数は 977名であっ

た（図 5）。このうち、発生規模、重大性等を考慮し、重要度が比較的高い 5 件につ

いてプレス発表を行った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 月別食中毒発生状況 

 

また、過去 10 年間の平均 133 件、1,802 名と比べ、事件数は約 7％減少、患者

数は約 46%と大幅に減少した。平成 31年度（2019年度）の病因物質別食中毒発生

状況は、前年度と同様に、事件数ではアニサキス、カンピロバクターの順に多く、

患者数ではノロウイルスが一番多かった。ノロウイルスは、前年度に続き流行規

模は小さかった(表 3）。 

表 3 病因物質別食中毒発生状況 

病因物質 件数 患者数 

アニサキス  51    54 

カンピロバクター  32   163 

ノロウイルス  21   293 

腸管出血性大腸菌   3    17 

ウエルシュ菌   2   277 

黄色ブドウ球菌   2    22 

サルモネラ   2    18 

カンピロバクター及びサルモネラ   2    10 

シュードテラノーバ   2     2 

ヒスタミン   2    18 

セレウス菌   1    20 

カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌   1     2 

不明   3    81 

合計 124   977 
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ア ノロウイルスによる食中毒対策 

近年発生しているノロウイルス食中毒の多くは、調理従事者の手指を介して汚 

染された食品が原因として推定されている。そのため、ノロウイルス食中毒が発

生した場合に大規模化しやすい学校給食等の大量調理施設や高齢者・子供等が利

用する社会福祉施設等に対し、延べ 2,644 件の監視指導を行った。そのほか、施

設について 88検体のふき取り検査を実施したが、ノロウイルスを検出した検体は

なかった。 

また、これら施設の調理従事者等を対象として、正しい手洗いの方法、患者発  

生時の対応、正しい消毒方法等に関する講習会を 276 回開催し、12,506 名が受講

した。 

イ 食肉の生食等による食中毒対策 

近年、食肉、特に鶏肉の生食等を原因とする腸管出血性大腸菌やカンピロバク

ターによる食中毒が多発している。 

食肉の生食等による食中毒を防止するため、飲食店、販売店等延べ 3,653 件に

対し、夏期及び歳末の一斉監視事業を中心に重点的な監視指導を行った。その結

果、生又は加熱不十分な状態で鶏肉等を提供していた 67件に対し、十分な加熱等

の改善指導を行った。 

鶏肉等を卸売販売している食肉卸売業等 37件に対しては、飲食店営業者が鶏肉

を客に提供する際には、表示や商品規格書等により、加熱が必要である旨の情報

を確実に伝達するよう指導を行った。 

また、事業者を対象として、食肉の取扱い等に関する講習会を 203 回開催し、

9,555名が受講した。消費者に対しては、牛レバーや豚肉、鶏肉等を未加熱又は加

熱不十分のまま喫食することのリスクについて、講習会の実施やリーフレット配

布等により普及啓発を行い、食中毒発生の未然防止を図った。 

また、野生鳥獣（ジビエ）肉を提供していた飲食店等 4件に対し、「野生鳥獣肉

の衛生管理の指針（ガイドライン）」に基づき、提供方法等について監視指導を行

った。 

ウ 腸管出血性大腸菌による食中毒対策 

近年、生食用野菜や浅漬を原因食品とする腸管出血性大腸菌食中毒が散発して

おり、平成 28年 8月には都内の有料老人ホームできゅうりのあえ物を原因とした

腸管出血性大腸菌 O157食中毒が発生し、5人が亡くなった。 

食中毒を発症した場合に重症化するおそれのある高齢者・子供等に食事を提供 

する社会福祉施設や、食中毒が発生した場合に大規模化しやすい弁当調理施設・

旅館・ホテル等の大量調理施設等延べ 2,644 件に対し、非加熱で提供する生野菜

の殺菌、食肉やその加工品の衛生的な取扱い、従業員教育の徹底等の監視指導を

行った。 

さらに、食品等事業者等を対象とした衛生講習会を 197 回開催し、従事者の健

康管理等、腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について普及啓発を行った。 

   エ その他の食中毒対策 

食品等事業者等を対象として、近年増加しているアニサキス、クドア、サルコ

システィス等の寄生虫による食中毒、ふぐ等の有毒魚、毒キノコや有毒植物等の
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自然毒による食中毒について、講習会を 199 回開催したほか、リーフレット配布

等による普及啓発を行った。 

   オ 保菌者検索事業の実施 

腸管出血性大腸菌 O157、サルモネラ等の食中毒菌の保有状況を明らかにし、食

中毒の発生動向を把握するため、飲食店等の調理従事者を対象に検便を実施した。

腸管出血性大腸菌 O157 については、調理従事者等 46,016 名を対象に検査を実施

し、検出者は 1名であった。サルモネラについては、46,060名を対象に検査を実

施し、検出者は 43名であった。ノロウイルスについては、612名を対象に検査を

実施し、検出者は 3名であった。結果については、関係機関へ情報提供するなど、

食中毒の発生防止対策等に活用した。 

なお、無症状病原体保有者に対しては、医療機関への受診を勧めるなど、感染

が拡大することのないよう、必要な指導を行った。 

   カ 食中毒等健康危機管理の着実な実施 

     医師からの届出、都民から寄せられる情報等をもとに食中毒が疑われる事例を

探知した際、又は食品による深刻な健康影響が懸念される事例を探知した際には、

迅速に対応し、被害の拡大防止を図った。 

     また、首都圏食品衛生担当課長食中毒防止連絡会や食品安全対策推進調整会議

等を通じて、近隣自治体や庁内関係機関との連絡及び連携体制の確保を図った。 

     さらに、令和 2年 1月、東京 2020大会を見据え、会場等で大規模な食中毒が発

生した場合に適切に対応できるよう、都区市合同の大規模食中毒訓練を行った。 

     このほか、令和元年 11月には、農林水産省、関東農政局及び各農政局と連携し

て、食品への意図的な毒物混入事件を想定した食品防御に関する大規模訓練を実

施し、各関係機関の連携体制を確認した。 

(3) 食品表示対策 

平成 27年 4月の食品表示法施行により、食品表示に関する規定は一元化された。 

従前の例による加工食品及び添加物の表示方法は、令和 2年 3月 31日に経過措置

期間が終了し、今後、遺伝子組換え表示制度や加工食品の原料原産地表示制度が施

行又は完全施行となる予定である。 

また、アレルゲン、期限表示の誤記載等による自主回収事例や原産地表示の偽装

等が散発している。 

これらの状況及び表示が消費者の食品選択における重要な情報源であることを踏

まえ、以下のとおり食品表示対策を実施した。 

   ア 表示適正化のための監視指導 

     消費期限又は賞味期限の設定方法、原材料表示、アレルゲンや食品添加物表示

等、食品表示法及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す

る法律（米トレーサビリティー法）に基づく表示事項について、食品製造業者延

べ 5,159件、食品流通業者及び食品販売業者等延べ 182,608件の監視指導を行っ

た。この結果、延べ 843,531品目について表示検査を実施し、無表示 267件、衛

生事項に関する不適正表示 354件、品質事項に関わる不適正表示 1,182件、保健

事項に係る不適正表示 21件、延べ 1,824件の不適正表示を発見した。これらの不

適正表示食品等については、表示責任者等に対して表示適正化のために必要な措
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置を行った。パン及び菓子の原料原産地等の表示が不適正であった 1件について

は食品表示法に基づく指示・公表を行った。 

また、品種品名等に関する不適正表示食品を排除するため、袋詰米穀 200検体、

生鮮牛肉 50検体について、それぞれ遺伝子検査及び容器・包装の表示調査を実施

し、袋詰米穀 1 件について品種の不適正表示を発見した。これについて、表示責

任者に対して表示適正化のために必要な措置を行った。 

あわせて、加工食品等 45検体について、安定同位体比検査による産地判別検査

等を実施したところ、1件について原料原産地表示の疑義があり、調査中である。 

さらに、食品表示法の経過措置期間終了までに新表示への移行が滞りなく行わ

れるよう、講習会を 94回開催し、6,224名が受講した。 

   イ 食品の適正表示推進者等育成事業 

平成 27年 4月の食品表示法施行に伴い、食品表示法の内容に関するパンフレッ

ト等を作成し、食品等事業者等に配布した。 

また、食品の適正表示推進者育成講習会を 2回開催し、647名が受講し、食品の

適正表示推進者育成講習会受講済みの者を対象としたフォローアップ講習会を 1

回開催し、486名が受講した。 

(4) 輸入食品対策 

    延べ 250件の食品の輸入事業者に対し、専門監視班による監視指導を行った。そ

のほか、輸入食品について、50,456項目の収去検査を実施した。その結果、2項目

（2検体）の法違反を発見し、必要な措置を行った。 

    また、以下の取組を実施した。 

   ア 輸入農畜水産物の残留農薬等検査 

     輸出国における農薬等の使用状況、検疫所において発見された違反事例等を勘

案しながら、輸入農畜水産物等について 16,208項目の残留農薬検査を実施し、輸

入畜水産物等について 3,944項目の動物用医薬品検査を実施した。 

     その結果、違反となるものはなかった。 

   イ 遺伝子組換え食品に係る監視指導 

     都内に流通する米加工品、トウモロコシ等 58検体について、安全性未審査の遺

伝子組換え体の検査を実施した。その結果、いずれも検出しなかった。 

    また、遺伝子組換え食品を含む食品に必要な表示が適切に行われているかどう

か確認するため、食品 102 検体について遺伝子検査を実施した。その結果、25

検体から安全性審査済遺伝子組換え食品の遺伝子を検出したため、分別生産流通

管理（IP ハンドリング）の確認を行ったところ、17 検体について適切に実施さ

れており、表示違反となる食品はなかった。なお、8 検体については確認中であ

る。 

   ウ 輸入農産物等の放射性物質検査 

     都内に流通する輸入食品 100検体（内訳：野菜・果実及びその加工品 54検体、

穀類・豆類・いも類・きのこ類及びその加工品 14 検体、水産物及びその加工品

16検体、乳製品 5検体、肉類・卵類及びその加工品 5検体、その他の加工食品 6

検体）について、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものは

なかった。 
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   エ 輸入者の自主管理の推進 

     輸入者による自主的な衛生管理を推進するため、輸入者延べ 200件に対し立入

りを行い、事故発生時の対応等の管理体制を把握するとともに、自主管理の取組

状況に応じた指導を行った。 

   オ 輸入食品関係事業者衛生講習会 

     輸入者の資質の維持向上を目的として、令和 2年 3月に輸入食品関係事業者衛

生講習会を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中

止した。 

   カ 検査法の研究開発 

     農薬や動物用医薬品等について検査法の研究開発を行った。詳細は第 4の 3(2)

のとおり。 

(5) 国際スポーツ大会に向けた取組 

ア ラグビーワールドカップ 2019日本大会に係る監視指導 

     平成 31 年度（2019 年度）は、アジアで初のラグビーワールドカップが日本で

開催され、9月から 11月にかけて 8試合が東京会場で行われた。 

大会会場における食品の安全を確保するため、会場内の調理施設や一般飲食店

等食品関連施設から食品 20検体について細菌検査を実施し、1検体の不良食品を

発見した。また、調理施設等延べ 1,068 件に対し、食品の温度管理、調理従事者

の衛生管理等の徹底について監視指導を行った。 

イ 国際スポーツ大会に向けた衛生管理と監視指導体制の整備 

ラグビーワールドカップ 2019 日本大会及び東京 2020 大会の開催に備え、東京

都を訪れる旅行者等の利用が見込まれる一般飲食店や宿泊施設内の調理施設、弁

当製造施設等延べ 18,630件に対し、食品衛生法等関係法令の遵守、HACCPに沿っ

た衛生管理の推進等について監視指導を行った。 

また、東京 2020大会会場等における食品安全の確保に向け、食品等の検査や都

区協定及び都市協定に基づく応援職員の派遣体制等、都区市連携・協力した監視

指導の実施に向けた検討及び体制整備を行った。 

 

 ３ 一斉監視事業（全都） 

   食中毒が多発する夏期（6 月から 8 月まで）及び食品等の流通量が増加する歳末期

（12月）には、厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえ、特別区、八王子市及び

町田市と連携して、都全域での一斉監視事業を実施した。 

  (1) 夏期一斉監視 

    都、特別区、八王子市及び町田市合計で、延べ 151,482件の監視指導を行った。

また、食品等 7,326 検体について細菌検査及び理化学検査を実施し、239 検体の不

良食品等を発見した。 

   (2) 歳末一斉監視 

    都、特別区、八王子市及び町田市合計で、延べ 93,444件の監視指導を行った。ま

た、食品等 3,783 検体について細菌検査及び理化学検査を実施し、149 検体の不良

食品等を発見した。 
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 ４ その他の事業 

(1) 健康食品対策 

    健康食品による危害の未然防止・拡大防止のため、健康食品の製造業等に対する

立入検査や店頭、インターネット等を通じて販売されている市販品 125検体につい

て、試買調査を実施した。問題があった製品に対しては必要な措置を行い、結果は

ホームページ等で公表した。 

    また、健康食品の表示、広告、販売方法等の適正化を図るため、関連法規を所管

する部署が連携して健康食品を扱う事業者を対象とした講習会を開催し、762 名が

受講した。都民に対しては、ホームページや都民向けパンフレットを活用し、健康

食品を適切に利用するよう普及啓発を図った。 

(2) 食品汚染調査 

   ア 魚介類、各種食品等の汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類、市販の各種食品等について、水銀、PCB等の汚

染実態調査を実施した（表 4）。その結果、都内に流通していた規制対象魚のうち、

水銀の暫定的規制値（総水銀 0.4ppm、メチル水銀 0.3ppm）を超えた検体はオニカ

サゴ 1検体（長崎県産）、ハチジョウアカムツ 1検体（東京都産）、ホキ 1検体（ニ

ュージーランド産）、コショウダイ 1 検体（千葉県産）、クロムツ 5 検体（鹿児島

県産及び長崎県産）、コイ 1 検体（長野県産）、キダイ 1 検体（山口県産）であっ

た。また、東京都が自主規制を行っている魚種のうち、暫定的規制値を超えた検

体はムツ 2検体（静岡県産）、ユメカサゴ 20検体（長崎県産）であった。PCBの暫

定的規制値（遠洋沖合魚介類 0.5ppm）を超えた検体はクロマグロ 1検体（アメリ

カ合衆国産）であった。 

     表 4 平成 31年度(2019年度)に実施した各種有害化学物質汚染実態調査 

 テーマ 実施内容 

魚介類等の水銀汚染実態調査 
中央卸売市場に流通する魚介類及び各種市販食

品について、439項目の水銀検査を実施した。 

食品等の PCB汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類、各種市販食品、

食肉、容器包装等について、463 項目の PCB 検

査を実施した。 

魚介類のビストリブチルスズ

オキシド（TBTO）等汚染調査 

中央卸売市場に流通する魚介類について、504

項目の TBTO等の検査を実施した。 

 

     イ 都内搬入米重金属等汚染調査 

     食用に適さない玄米の流通を未然に防止するため、都内搬入時点の玄米 200検

体についてカドミウム、残留農薬の汚染物質調査を実施した。その結果、基準値

を超えるものはなかった。 

   ウ 東京湾産魚介類汚染調査 

     過去に製造された化学物質に由来すると考えられる汚染物質による魚介類の汚

染状況を把握するため、東京湾産ボラ、スズキ、ホンビノスガイ等 38検体につい

て、ダイオキシン類、PCB、TBT等の検査を実施した。その結果、問題となる検体

はなかった。 
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(3) 食品等事業者における食物アレルギー対策の推進 

ア 食品の製造段階等における食物アレルギー対策 

     食品の製造及び調理段階における意図しないアレルゲンの混入を防止するため、

食品製造業延べ 2,015件、給食施設延べ 938件、その他飲食店等延べ 24,168件に

対し、監視指導を行った。その結果、製造施設等 33件について、製造工程におけ

るアレルギー物質のコンタミネーション防止等の改善指導を行った。 

また、食品 46検体についてアレルゲン検査を実施した。その結果、アレルゲン

陽性となった検体はなかった。 

イ 飲食店における食物アレルギー対策支援 

     ピクトグラムを活用したパンフレットを配布し、普及啓発を行った。 

また、飲食店を利用する外国人観光客等にアレルゲンの情報提供が適切に行え

るよう、食品等事業者等を対象とした食物アレルギー講習会を開催する予定であ

ったが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止した。 

(4) 食品中の放射性物質対策 

    東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い、平成 24年 4月、食品中の放射性

物質に対して、乳幼児等に配慮した新基準が制定された。また、消費者の意識も高

いことから、都では都民の食の安全、安心を確保するため、以下の放射性物質対策

を実施した。 

    なお、都内で生産される農畜水産物等の検査は産業労働局が行い、その結果をホ

ームページで公表した。 

   ア 都内流通食品の放射性物質検査 

     都内に流通する食品 1,200検体（輸入食品を含む。）（内訳：野菜・果実及びそ

の加工品 264検体、穀類・豆類・いも類・きのこ類及びその加工品 224検体、水

産物及びその加工品 216 検体、乳製品 115 検体、肉類・卵類及びその加工品 75

検体、その他の加工食品 86検体、牛乳類 125検体、乳児用食品 35検体、飲料水

60検体）について、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるもの

はなかった。 

   イ 芝浦と場でと畜した牛の肉の放射性物質検査 

     中央卸売市場と連携し、都立芝浦と場でと畜される牛の全 86,157頭について、

放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものはなかった。 

  （参考）都内産の農畜水産物等に関する検査（産業労働局）  

     都内で生産された農産物 54検体、水産物 54検体、原乳 3検体、計 111検体に

ついて、放射性物質検査を実施した。その結果、基準値を超えるものはなかった。 

(5) 弁当等人力販売業に対する監視指導の強化 

平成 27 年 3 月に食品製造業等取締条例が改正され、弁当類の行商販売は「弁当

等人力販売業」として許可制となった。不適切な食品の取扱いによる食中毒を未然

に防止するため、弁当等人力販売業者延べ 29件に対し、弁当や運搬容器等の衛生的

な取扱いについて監視指導を行った。 

また、行商用として販売される弁当を製造する施設延べ 12 件に対しても、衛生

管理の徹底について監視指導を行った。 
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(6) 中央卸売市場における食品衛生管理の徹底 

豊洲市場、大田市場等の卸売市場内に流通する食品の一層の衛生管理を徹底する

ため、市場内食品取扱事業者に対し、食品の衛生的な取扱い等について 250 回講習

会を実施した。 

(7) 食品安全に係る調査研究等 

    都では、食品衛生の観点から行政上必要と考えられる課題について、実態調査や

新たな監視手法の検討等を計画的に実施している。 

    平成 31年度（2019年度）は、「ワイン中のオクラトキシン等の含有実態調査」、「は

ちみつ中の自然毒（ツチン・アコニチン）及びネオニコチノイド系農薬の含有実態

調査」等の調査研究を実施した。 

    なお、実施した調査研究の詳細は、食品監視課が発行する食品衛生関係事業報告

に掲載する。  

 

第６ 都民等への食品安全に係る情報提供 

都民、東京を訪れる観光客等に対して、食中毒の予防方法、食中毒及び違反食品に関

する情報、都の施策等、食の安全に関する情報を効果的に提供するため、以下の施策を

実施した。 

 １ 普及啓発 

(1) 都民に対する情報提供 

ア ホームページによる情報提供 

     都の施策、健康食品の試買調査結果、食品安全情報評価委員会で評価検討され

た安全情報等、最新の食品衛生情報を随時ホームページに掲載した。 

     平成 31年度（2019年度）は、延べ約 864万件のアクセスがあった。 

   イ パンフレット等による情報提供 

食品安全情報評価委員会での検討結果を受け、避難所ですぐに使える食中毒予

防ブック第２版、中学生向け鶏肉の生食防止リーフレット、手洗い推進ステッカ

ー、ノロウイルス食中毒予防リーフレット等を作成し、保健所等を通じて配布す

ることで普及啓発を図った。 

ウ 講習会等による情報提供 

保健所等において、消費者等を対象とした食品衛生講習会を 75回開催し、2,723

名が受講した。 

また、飲食店や製造業、集団給食施設等の事業者を対象とした講習会を 655 回

開催し、22,437名が受講した。 

(2) 世界への情報発信 

訪日旅行者及び訪日を予定している外国人に向け、豊洲市場に流通する食品の安

全に関する取組等、都の食品安全に関する取組を説明する内容を JNTO（日本政府観

光局）WEBマガジンにより 7か国語で情報発信した。 

さらに、東京の肉料理を紹介しながら、都の食品安全に関する取組を説明した 6

か国語のリーフレットを、JNTO海外事務所や東京観光レップを通じ、現地イベント

で配布した。 

東京都福祉保健局ホームページ「食品衛生の窓」のうち、消費者向けコンテンツ
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について順次英訳し、公開した。 

 

 ２ 食品等の事故に関する発表及び公表 

(1) 食品等の事故に関する報道発表（再掲） 

    発生規模、重大性等を考慮し、比較的重要度が高い食中毒 5件について報道発表

し、都民に情報提供した。 

(2) ホームページによる公表 

    食中毒や違反食品の情報、自主回収報告制度に基づく食品等の回収情報について、

ホームページで公表した。また、大規模又は重大な食中毒関係情報については、報

道機関に対し迅速に情報提供した。 

 

 ３ 食品衛生に係る事業の実施結果の公表  

(1) 平成 30年度東京都食品衛生監視指導計画の実施結果概要 

    平成 30年度に東京都が実施した施設への立入検査、食品等の収去検査等の結果に

ついて、速報値を令和元年 6月に概要として取りまとめ、公表した。 

(2) 平成 30年度に実施した各事業の結果 

    平成 30年度に東京都が実施した各事業の実施結果について、「食品衛生関係事業

報告」等として確定値を取りまとめ、公表した。 

(3) 夏期及び歳末における監視指導の実施結果概要 

    夏期及び歳末一斉監視については、実施結果の速報値を取りまとめ、報道機関に

情報提供するとともに、ホームページに掲載した。 

    また、各事業の最終的な実施結果については、各事業所が発行する事業概要や食

品衛生関係事業報告に掲載する。 

 

 ４ 食の安全に関する食育の推進 

   東京都食品安全推進計画（平成 17年 3月策定、平成 27年 2月改定）及び東京都食

育推進計画（平成 18年 9月策定、平成 28年 3月改定）に基づき、総合的な食育の取

組の一環として、ホームページ等を活用し、食品の安全に関する普及啓発や情報提供

等を実施した。 

 

第７ 食品安全施策に係る関係者相互間の意見交換（リスクコミュニケーション） 

食品の安全に関するリスクコミュニケーション事業として、平成 31年度（2019年度）

は以下の事業を実施した。 

都民、事業者及び行政等が相互理解を深めることを目的としたシンポジウム形式の「食

の安全都民フォーラム」については、「誰がために手を洗う？広げよう『手洗い』の輪」

をテーマとして開催し、計 125名が参加した。 

都民参加型の「食の安全調査隊」については、小学生向け夏休みイベントとして開催

し、17組 34名の親子が参加して施設見学等の活動を行った。 

また、身近なテーマを扱う「食の安全都民講座」については、ノロウイルス対策及び

食品を汚染するカビをテーマとした講座並びに学校教育関係者を対象とした講座を全 3

回開催し、計 120名が参加した。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 2 年 3 月に予定していた有

毒植物をテーマとした講座は中止し、メディア関係者を対象とした講座は次年度に延期

した。
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東京都の食品衛生に係る組織配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 連絡調整業務を行う組織 

★ 福祉保健局健康安全部食品監視課（各関係機関との連絡調整） 

 

２ 広域的な監視指導を行う組織 

◎ 健康安全研究センター 

 （特別区内の大規模製造施設及び卸売業並びに都内全域の輸入業･倉庫業の監視指導） 

◎ 健康安全研究センター広域監視部食品監視第二課 

（多摩地区の大規模製造施設、卸売市場及び卸売業の監視指導並びに都内全域の総合衛

生管理製造過程承認施設等の監視指導） 

 

３ 流通拠点の監視指導を行う組織 

■ 市場衛生検査所（特別区内の卸売市場における監視指導） 

■ 芝浦食肉衛生検査所（と畜場及び食肉市場における監視指導） 

 

４ 地域的な監視指導を行う組織 

● 東京都保健所 

（多摩地域（八王子市、町田市を除く。）及び島しょ地域の地域的な監視指導） 

 

別紙１ 

●島しょ保健所 ●新島支所 

●神津島支所 ●三宅出張所 

●八丈出張所 

●小笠原出張所 

●大島出張所 



平成31年度（2019年度） 検査実施項目数

検査項目数 ( 違反の
再掲 ) 合　　計 ( 違反の

再掲 )

5,328 1

1,585 0

5,869 0

4,396 0

11,133 0

2,620 2

644 3

289 0

1,724 0

3,640 0

148 0

26,396 0

7,486 1

3,936 0

1,889 0

32,035 0

11,414 1

0 0

106 0

120,638 8

と畜場法に基づく検査数

その他の検査（ふき取り検査等）

微 生 物 検 査 40,668
理 化 学 検 査 1,462
合 計 42,130

検査名 検査項目数

合　　　　　　　　　　計

※ カッコ内の数値は違反品の再掲

検査名 検査数

と 畜 検 査 279,110
（ Ｂ Ｓ Ｅ 検 査 【 牛 】 ） 73
精 密 検 査 50,171

添加物・器具及び容器
包装・おもちゃ

微 生 物 検 査
106 0

理 化 学 検 査

飲料・氷雪・水
微 生 物 検 査

5,825

その他の食品
微 生 物 検 査

43,449

0
理 化 学 検 査

1
理 化 学 検 査

遺伝子組換え食品の検査

3

残 留 農 薬

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

農産物及び
その加工品

微 生 物 検 査

37,670 1

乳・乳類等

微 生 物 検 査

2,657抗 菌 性 物 質 等

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

抗 菌 性 物 質 等

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

肉・卵類及び
その加工品

微 生 物 検 査

18,149 2抗 菌 性 物 質 等

1

上 記 以 外 の 理 化 学 検 査

魚介類及び
その加工品

微 生 物 検 査

12,782

別紙２
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番号 違反条文（※） 違反内容 分類 一般名称
検査結果

〔違反項目〕

備考
（行政措置の

内容等）

1
魚介類及び
その加工品

さつま揚
成分規格違反
〔大腸菌群〕

製造者に対し
改善を指導

2 アイスミルク
成分規格違反
〔細菌数〕あ
〔大腸菌群〕

製造者に対し
改善を指導

3 ラクトアイス
成分規格違反
〔大腸菌群〕

製造者に対し
改善を指導

4
農薬等の

残留基準違反
肉・卵類及び
その加工品

豚枝肉
残留基準違反
〔ワルファリン〕

販売者に対し
販売禁止命令
出荷者を所管する
自治体に通報

5
食品衛生法
第11条第3項

農薬等の
一律基準違反

その他の
食品

はちみつ
残留基準違反

〔イミダクロプリド〕
製造者を所管する
自治体に通報

6
肉・卵類及び
その加工品

【輸】加熱食肉製品
（加熱後包装）

（中国）

表示に記載のない
添加物を検出

〔アスコルビン酸〕

輸入者を所管する
自治体に通報

7
農産物及び
その加工品

【輸】ふくろたけ水煮
（中国）

表示に記載のない
添加物を検出
〔二酸化硫黄〕

輸入者を所管する
自治体に通報

※　食品衛生法の条番号は平成31年度（2019年度）の表記としています。　　　※ 【輸】は輸入食品

平成31年度（2019年度） 都の収去検査により発見された違反食品

食品衛生法
第11条第2項

成分規格違反

乳・乳類等

食品表示法
第5条

添加物表示なし

別紙３
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